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一般競争入札（物品・委託等）の中止 

令和６年４月９日発行横浜市報調達公告版第42号により公告した次の一般競争入札を中止する。 

令和６年４月23日 

契約事務受任者 横浜市財政局長 

１ 契約番号及び件名 

契約番号 2422020155 

件名  「ごみと資源物の分け方・出し方」パンフレット（分別拡大版） ８３２，５００部の印 

刷 

２ 中止理由 

仕様を見直す必要が生じたため。 

調 達 公 告 
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令和６年４月23日発行横浜市報調達公告版第47号により公告した契約番号2414010011の工事件名

「新本牧ふ頭建設工事（その４０・Ａ護岸締切工）」の入札参加条件（その他）に誤りがあったため、

次のとおり訂正する。 

 

誤 

「 

その他 次を全て満たす技術修得型共同企業体であること。 

（１）構成員の数は２者とし、出資比率は各構成員１０分の４以上で

あるとともに、代表構成員がその共同企業体構成員中最大であるこ

と。 

（２）各構成員は、次のア代表構成員の資格要件を全て満たす者と、

イ第２位構成員（市内企業構成員）の資格要件を満たす者であるこ

と。 

ア代表構成員の資格要件 

（ア）海上から施工した、２７ｍ以上の鋼管矢板又は鋼管杭の打込工

（仮設工を除く。）を含む港湾構造物工事 

（イ）海上から施工した、先行掘削（削孔）工事 

イ第２位構成員（市内企業構成員）の資格要件 

所在地区分が市内であること。 

（３）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、

直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間

経過している者であること。 

                                             」 

正 

「 

その他 次を全て満たす技術修得型共同企業体であること。 

（１）構成員の数は２者とし、出資比率は各構成員１０分の４以上で

あるとともに、代表構成員がその共同企業体構成員中最大であるこ

と。 

（２）各構成員は、次のア代表構成員の資格要件を全て満たす者と、

イ第２位構成員（市内企業構成員）の資格要件を満たす者であるこ

と。 

ア代表構成員の資格要件 

（ア）平成 21 年４月１日以降に完成した、次のａ及びｂの工事（ａ

及びｂは別工事でも可。）の元請としての施工実績を有すること。な

お、当該施工実績が共同企業体の構成員としての実績の場合は、出資

比率が 10分の２以上のものに限る。 

ａ 海上から施工した、２７ｍ以上の鋼管矢板又は鋼管杭の打込工

（仮設工を除く。）を含む港湾構造物工事 

 ｂ 海上から施工した、先行掘削（削孔）工事  

（イ）令和５・６年度の横浜市入札参加資格審査結果における、本件

工事と同工種の工事最高請負実績の元請金額が、本件工事の予定価格

（消費税及び地方消費税相当額を含む。）の６割以上であること。 

イ第２位構成員（市内企業構成員）の資格要件 

所在地区分が市内であること。  

（３）現場代理人は、落札候補（予定）者通知書の送付日において、

直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、かつ、当該雇用期間が３か月間

経過している者であること。 

」 

正 誤 


